
施設使用料金（宿泊・日帰り）改定（令和７年４月１日～）について

（１）宿泊について

宿泊をする際は，施設使用料（１名あたり）をいただきます。

（２）日帰りについて

日帰りで利用をする際は，①②いずれかの料金をいただきます。ご不明な点は，お気軽にご相談ください。

【利用者全員が日帰りの場合】

・屋内の活動場所を利用をする際は，①施設使用料（１団体あたり）が適用されます。

・屋外のみを利用する場合は，②屋外利用料金（１名あたり）が適用されます。

【宿泊団体の中に日帰り（体調不良等による途中帰宅も含む）の方が混在する場合】

・ご利用内容により，①②いずれかの料金が適用されます。

・ご利用の10日前までに，日帰りの方が①にある対象となる活動場所を利用する「行程計画書」を追加で提出して

　いただいた場合，①施設使用料（１団体あたり）が適用されます。

・それ以外の場合は，②屋外利用料金（１名あたり）が適用されます。

①施設使用料　※１団体あたり

②屋外利用料金　※１名あたり

【別紙４】

18歳以上の大人（学生を除く） ２，５００円 　１，２００円

※　シーツ等洗濯料は廃止となります。（４泊以上する団体は，衛生面を考慮し，３泊ごとにシーツを交換していただきます。）

※　４泊以上の利用時は，対象により期間中定額となります。

※　青少年団体がテント泊する場合は，「大人」の料金は一部免除となります。

※　団体区分（以下の①）により一部免除制度を設けております。【要申請】

　①経済的に困難な子供を支援する団体や障害のある子供を支援する団体等。

　 （ただし，当該活動に対して自治体から公的支援を受けている場合を除く。）

　②利用にあたっては，申請書の提出が必要。

　③一部免除の可否については，要相談。　　詳しくは，お問い合わせください。

子供（小学生～高校生）
・高校に相当する学校（専修学校高等課程等）に在籍する者が対象。

・上記に該当しない場合，当年度4/2～翌年度4/1の間に7～18歳に

　到達する者までが対象。

６００円 ３００円

18歳以上の大人（大学･短大等の学生）
・大学に相当する学校（大学校・短大・専修学校専門課程等）に

　在籍する者が対象。

　１，２００円 ６００円

区分 １泊【本館】 １泊【テント】

幼児（年少以上）
・当年度4/2～翌年度4/1の間に4～6歳に到達する者までが対象。

３００円 ３００円

対象となる活動場所 １時間あたり/ １部屋

プレイホール，学習室１，学習室２，学習室３，

多目的ルーム，オリエンテーション室，

石風呂棟（広間），工作棟

５００円

区分（対象の詳細は，宿泊の場合と同様） １日あたり

幼児（年少以上），子供（小学生～高校生） １００円

18歳以上の大人（大学･短大等の学生） ２００円

18歳以上の大人（学生を除く） 　３００円


